
尼崎市公告第６号 

   街区境界調査に係る地図及び簿冊の閲覧について 

 国 土 調査法第２１条の２ 第１項の規定により同項の調査及び測量

の結果に基づく地図及び簿冊を作成したので、同条第３項の規定によ

り、次のとおりその作成した地図及び簿冊を一般の閲覧に供する。 

 なお、当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は国土調査

法施 行 令別表第２から別表 第４までに規定する限度以上の誤差があ

ると認める者は、その旨を記載した書面（以下「申出書」という。）

を市に提出することができる。 

  令和８年１月１９日 

尼崎市長 松   本     眞    

１  地図及び簿冊の名称 

 令和６年度高田町⑶街区調査業務委託報告書 

２  調査地域 

 尼崎市高田町の一部 

３  閲覧の期間及び場所 

⑴   期間  

   令和８年１月１９日から同年２月９日まで 

⑵  場所  

  尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

   尼崎市都市整備局土木部道路課（以下「道路課」という。）の

事務室（尼崎市役所本庁舎北館６階） 

４ 申出書の提出先等 

⑴  提出先  

   道路課  

⑵  提出方法 

   上記３⑵に掲げる場所において交付する用紙に必要事項を記載し

て作成した申出書の持参 

⑶  提出期間 

   上記３⑴に掲げる期間 


